
４－１．事 件・事 故 対 応 編

基本スキーム

事件・事故発生
ポイント

※事件・事故の発生に当
入居者等からの通報 たっては初動が特に重

要!!
事故現場の写真をあら
ゆる角度から撮影

人的被害 物損被害 決して相手に賠償を匂
わすような発言は絶対
しないこと!!

死傷 負傷
現地確認（職員）

※状況に応じて
現地確認（指定管理者）

休日・夜間 勤務時間内
※状況に応じて

現地確認（職員）
連絡体制（職員） 現地確認（職員+指定管理者）

現地確認（指定管理者）

被害報告
第１報連絡（携帯） 事故報告書（速報）

※翌登庁日
事故報告書（第２報） 被害状況変化等

損害賠償案件 損害賠償案件以外
※詳細は「事故に係る事務処

理の流れ」参照 法制部局との協議 終了
再発防止策検討

示談締結

知事専決処分

１．現地確認

事 項 内 容
○通報者からの被害状況聞き取り
○事故現場の撮影（破損部分、周囲の状況）

指定管理者等による現地確認 ○事故現場保存
○周辺住⺠への聞き取り
○休日・夜間時における被害内容報告については、課⻑補

佐（住宅管理・家賃管理）あて連絡
現状把握・損害賠償の可否判断のた なお、報道される可能性がある事件・事故については、
めの情報収集 被害の大小に関わらず報告

○事故関係者の情報入手、被害状況把握
○現場検証立会、結果報告
○当該団地に係る管理状況（修繕履歴など）
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２．その他

〈過去の管理瑕疵による損害賠償事例〉
○平成28年８⽉５日に道営住宅樽川北団地Ａ棟の住⼾内物置に設置されている灯油サーバーの

灯油中間コックが経年劣化により灯油を漏洩し、入居者の所有物であるゴルフ用品等計８０
物件を汚損させた。
→損害賠償額 １５万８，９１０円

○平成28年８⽉30日20時00分〜23時30分頃、道営住宅⼭下団地Ｃ棟敷地内駐⾞場において、枯
れていた立木の幹が強風により入居者所有の自家用⾞の上に倒れ、⾞両のフロントバンパー、
ボンネット及び左ヘッドランプ等を損傷させた。
→損害賠償額 ３４万９，３３３円

○平成26年１⽉15日に道営住宅啓北団地80R３号棟の駐⾞場内において、立木に堆積した雪の
重みで枝が折れ、雪塊が駐⾞していた入居者所有の自家用⾞に落下、⾞両のボンネット、フ
ロントガラス等を損傷させた。
→損害賠償額 ４３万４，４８０円
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